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第 章 計画の概要   
１ 計画の位置付け 

国は、第３期教育振興基本計画（平成３０年（2018 年）６月策定）において、第

２期教育振興基本計画で掲げた「自立」、「協働」、「創造」の３つの方向性を実現する

ための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ、令和 12 年（2030

年）以降の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示しています。 

特に、激動の時代を豊かに生き、未来を開拓する多様な人材を育成するためには、

これまでと同様の教育を続けていくだけでは通用しない大きな過渡期に差し掛かって

いるとし、誰もが人間ならではの感性や創造性を発揮し自らの「可能性」を最大化し

ていくこと、そして誰もが身に付けた力を生かしてそれぞれの夢に向かって志を立て

て頑張ることができる「チャンス」を最大化していくこと、これらを共に実現するた

めの改革の推進が、今求められているものとし、次の５つの基本的方向性を掲げ、成

果目標とそれを実現するための具体的方策を示しています。  
【今後の教育政策に関する基本的な方針】 

 １ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

 ２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

 ３ 生涯学び、活躍できる環境を整える 

 ４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

 ５ 教育政策推進のための基盤を整備する  
本市においては、平成２２年度（2010 年度）に、教育振興に関する中期的な総合

計画として、教育基本法第１７条第２項の規定に基づく「宝塚市教育振興基本計画」

を策定し、本市の特色を活かしながら、教育の理念となる基本目標と計画期間の１０

年間を見通した４つの教育の方向性を定めました。 

さらに、平成２７年度（2015 年度）に、特に今後５年間に力を入れるべき５つの

施策を後期の重点施策とし、計画そのものをわかりやすく４６の施策に見直し、計画

に基づいた各種事業を展開してきました。 

このたび、「宝塚市教育振興基本計画」の計画期間が令和２年度（2020 年度）で終
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了することから、１０年間の取組状況を総合的に点検・評価を行い、次の１０年間に

取り組むべき計画として、第 2 次宝塚市教育振興基本計画を策定しました。 

市教育委員会では、今後も、市の最上位計画である「宝塚市総合計画」に定める方

向性を尊重しながら、本計画についての市民や学校園への周知を進め、各種事業を展

開していきます。 

そして、子どもたち誰もが安心して学ぶことができ、また、人間形成の礎となる基

礎基本を身に付け、自分や他人の命を大切にするという「生きる力」を持った子ども

の育成に取り組み、さらには、生涯学習の視点から、誰もが学びたい時に学び、その

学びの成果を自分だけでなく、地域にも活かすことができるような人づくりをめざし

ます。   
２ 計画の対象期間 

第 2 次宝塚市教育振興基本計画の計画期間は、令和３年度（2021 年度）から令和

１２年度（2030 年度）までの１０年間としています。この度、計画前期の５年間に

取り組むべき教育計画を策定するとともに、計画前期の最終年度となる令和７年度

（2025 年度）には、後期に向けた見直しを行うこととします（イメージについては

下図を参照。）。 

 

【第２次宝塚市教育振興基本計画のイメージ】 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度           
   

基本目標・教育の方向性 

基本方針・施策 

基本方針・施策 見直し 

点検・評価 



 

3 

  
３ 計画の進行管理 

市教育委員会では、この計画を着実に推進し、計画に基づき各事業を確実に執行す

ることに努めながら、毎年度、施策ごとに設定した成果指標を基に実施する教育委員

会の事務執行等に関する評価により、計画の基本方針や施策に基づき実施する事業の

妥当性や整合性についての検証を行います。この評価結果に基づき、次年度以降に具

体的に取り組む各種事業の参考とするほか、その内容によって計画に基づく方針や施

策についての見直しも検討します。 

さらに、計画の最終年度に当たる令和１２年度（2030 年度）には総合的な点検・

評価に基づき１０年間の総括を行い、次期計画に向けての検討を行います。    


